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 次に掲げる規則をここに公布する。 

 佐賀県自治修習所設置規則の一部を改正する規則 

 佐賀県聴聞規則の一部を改正する規則 

 佐賀県私立学校等に関する規則の一部を改正する規則 

 佐賀県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則 

 佐賀県行政組織規則等の一部を改正する規則 

 佐賀県工業技術センター管理規則の一部を改正する規則 

 佐賀県土木事務所設置規則の一部を改正する規則 

  令和７年３月 31 日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    


